
平成24年９月橋本市議会定例会会議録（第４号）その３ 

平成24年９月12日（水） 

                                           

                                        

（午前10時30分 再開） 

○議長（井上勝彦君）休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 順番15、17番 松本君。 

〔17番（松本健一君）登壇〕 

○17番（松本健一君）本日、一般質問３日目

の最終バッターとして、これから１時間皆さ

んにおつき合いいただきたいと思います。 

 地方分権、地域主権政策、政権交代以前か

ら取り組まれてきましたが、ここへきて大き

く動き出した感があります。しかし、市民は

生活する上で本当に変化を実感できているの

でしょうか。 

 地方自治法一部改正が昨年５月と去る８月

に成立し、地方分権のお膳立ては整いました。

そして、義務付け、枠付けにかわり、地方自

治体に自治事務の必要性判断と責任の重さが

課せられました。 

 本会議一般質問答弁中にも、本当に地方分

権を考え、積極的に取り組んでいるのか、や

り過ごすことのないように問いかけている、

常々必要なことには取り組んでいくと当局者

から語られましたが、本当に実行されている

のでしょうか。10項目に細分化した一問一答

式で明らかにしたいと思います。今の執行体

制が市民の信託をゆだねられる存在なのか。

信頼できる存在だからこそ計画を立て、その

決定に重みを感じられるはずです。そして、

市民に納得、ご理解いただけているはずです。

果たして、本当はどうなのでしょう。 

 本市の幼保一元化５カ年計画がつくられ、

山田保育園の今後をゆだねることができるの

か。未来を担う子どもたち一人ひとりの発育

を考えて立てられた信頼し得る計画、施策な

のか検証することを目的に、───────

───をどうぞ使っていただきまして結構で

すので、是々非々、丁々発止の議論を期待し、

通告に従い一般質問を行います。 

 １、市ホームページ新着情報掲載の基準を

明らかにしてください。 

 ２、去る７月、８月に行われた審議会、説

明会開催の広報は適切に行われていたのか。

開催日までの当該ホームページ記事のページ

ビューはどれぐらいであったのか。 

 ３、長期総合計画の根拠法令と、今も法的

正当性があるのか。 

 ４、本市が今考える基本構想、基本計画と

実施計画の違いは何であるのか。 

 ５、幼保一元化５カ年計画は、前項目、基

本構想、基本計画と実施計画、いずれの計画

なのか。 

 ６、幼保一元化５カ年計画、その実行に法

的正当性はあるのか。 

 ７、幼保一元化５カ年計画に専門的知見は

反映されたのか。後期基本計画審議に幼保一

元化５カ年計画は対象となるのかどうか。も

し対象となる場合、専門的知見の導入は行わ

れているのかどうか。 

 ８、小規模園「山田保育園」を域外保育者

へ勧めたのはなぜなのか。 

 ９、小規模園「山田保育園」の存続こそ、

多様な保育ニーズと幼児一人ひとりの望まし

い発達を促していく教育環境を両立している

のではないか。 

 10、小規模統合保育園「山田保育園」廃園

と再配置を進める根拠、理由と子どもたちの

将来への責任所在を明らかにしていただきた
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く、１回目の質問を終わらせていただきます。 

○議長（井上勝彦君）17番 松本君の質問項

目１、市ホームページ新着情報に関する質問

に対する答弁を求めます。 

 企画部長。 

〔企画部長（森口清隆君）登壇〕 

○企画部長（森口清隆君）「市ホームページの

新着情報掲載の基準を明らかに」のご質問に

お答えします。 

 市ホームページについては、広報はしもと

と並び、市行政情報を市民の皆さまに伝える

情報発信手段です。ホームページによる情報

発信には、速報性と情報量に限度を設けない

こと、それにユーザーが欲しい情報を選択で

きるというメリットがあります。特に、ホー

ムページ内にある新着情報欄は、速報性と情

報選択のメリットをユーザーが効果的に使え

るように設けているものでございます。 

 議員おただしの新着情報掲載の基準につい

てですが、まず広報はしもとの発行に関し、

必要な事項を定めてある橋本市広報発行規則

がございます。その中に、広報はしもとに掲

載する事項として、市政について広く市民に

周知し、協力を必要とする事項など５項目が

規定されています。市ホームページの掲載に

ついても、この規定と同様の考えで、市政に

関する必要な事項を掲載しています。その上

で、新着情報欄への掲載は、速報性と重要性

の高い、新たな情報を掲載することとしてお

り、その判断は各所属長が行うことになって

います。 

○議長（井上勝彦君）17番 松本君、再質問

ありますか。 

 17番 松本君。 

○17番（松本健一君）速報性と重要性のある

情報ということ、ここが一番肝心なところだ

と思います。これが所属長、つまりは課長で

あったり室長であったりというところにゆだ

ねられるということでよろしいですか。 

○議長（井上勝彦君）企画部長。 

○企画部長（森口清隆君）そのように解釈し

ていただいて結構です。 

○議長（井上勝彦君）17番 松本君。 

○17番（松本健一君）つまりは、市民に重要

な速報性のある情報を流していなければ、そ

の所属長は人事評価に加えられるということ

でもよろしいでしょうか。 

○議長（井上勝彦君）企画部長。 

○企画部長（森口清隆君）それにつきまして

は、個々の判断ということでございますので、

人事評価に云々ということはございません。 

○議長（井上勝彦君）17番 松本君。 

○17番（松本健一君）個々の評価ですので、

総合的には関係してくるかと思います。やは

り市民にとって重要な情報を、そこで制限を

かけてしまうおそれがあって、それがかけら

れてしまっていれば、市民から見れば当然知

らせていただいて当然なことなのに知らさな

い、その責任はその長にあるはずですけれど

も、それでよろしいでしょうか。 

○議長（井上勝彦君）企画部長。 

○企画部長（森口清隆君）先ほども申しまし

たが、その責任と申しますのは、その長の考

えでございますので、即その長に責任がある

云々の話にはならんと、このように思います。 

○議長（井上勝彦君）17番 松本君。 

○17番（松本健一君）即は判断はできないと

いうことですので、続いて２番目の質問に移

らせていただきたいと思います。 

○議長（井上勝彦君）次に、質問項目２、審

議会、説明会開催に伴う広報に関する質問に

対する答弁を求めます。 

 企画部長。 

〔企画部長（森口清隆君）登壇〕 

○企画部長（森口清隆君）次に、橋本市長期

総合計画審議会の開催並びに橋本市立小中学
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校適正規模・適正配置基本方針の説明会の広

報についてですが、長期総合計画審議会は、

ホームページに開催のお知らせを掲載いたし

ました。小中学校適正規模・適正配置基本方

針の説明会については、ホームページへ掲載

し、統合の対象となっている橋本中学校区、

西部中学校区、学文路中学校区においては、

区長会を通じて地区住民の皆さまに回覧文書

でお知らせをし、さらに中学生以下の就学・

就園している子どもの保護者には案内文書を

配付いたしました。また、紀見東中学校区、

紀見北中学校区におきましても、ホームペー

ジへの掲載と、区長会を通じまして回覧文書

でお知らせをしています。ホームページでの

お知らせについては、どちらも新着情報欄に

は掲載しておりません。 

 なお、当該ページの閲覧数は、８月３日に

行われた第１回目の長期総合計画審議会が１

件、小中学校適正規模・適正配置基本方針に

ついては、本年２月から４月にかけて行われ

た橋本中学校区、西部中学校区、学文路中学

校区の説明会が368件、７月下旬から８月上旬

に行われた紀見東中学校区、紀見北中学校区

の説明会が122件でございました。 

 これらの審議会や説明会については、公開

のものや個人情報を扱わないものに限ります

が、市民の皆さまが傍聴もしくは出席するこ

とが可能であるため、今後についてはホーム

ページの利点を最大限に生かした広報を図っ

ていきたいと考えていますので、ご理解をお

願いいたします。 

○議長（井上勝彦君）17番 松本君、再質問

ありますか。 

 17番 松本君。 

○17番（松本健一君）ホームページのページ

ビューも答えていただきました。８月３日に

行われた長期総合計画審議会に関しては、ペ

ージビューが１件だったと。つまりは、私が

恐らく見たのが１件だと思います。先ほどこ

の２件に関しては新着情報には掲載していま

せんでしたというご答弁がございましたけれ

ども、これは市民にとって速報性、重要性の

ない情報かどうかお答えいただけますか。 

○議長（井上勝彦君）企画部長。 

○企画部長（森口清隆君）この２件につきま

しては、重要な案件だと考えております。 

○議長（井上勝彦君）17番 松本君。 

○17番（松本健一君）重要ですよね。重要な

のに載っていない。しかも、この審議会に関

しては私しか見ていないんです。こういう広

報のあり方というのは問題だと思いますよ。

市民にとってみての大きな、これからのこと

を決める場に、傍聴に行きたくても行く機会

が損なわれてしまうんです。まず広報をして

いただかないと、これは意味を持ちません。

ホームページにいくら載せても、どこで、い

つ、どんな情報が変わったのかということが

知らされなければ、広報の意味を持たないと

思いますけれども、今後の新着情報のあり方、

この２件、審議会、それと小中学校適正規模・

適正配置の説明会等に関するような市民にと

ってみて重要な政策の場においては、新着情

報に加えていただけますか。 

○議長（井上勝彦君）企画部長。 

○企画部長（森口清隆君）広報につきまして

は、日ごろからより丁寧に周知することを心

がけております。ただいま議員おただしのこ

の２件につきましては、やはり私どものほう

で、その基準をきっちり定めていないという

不備な点があろうかと思います。ただ、これ

については、他の市ともいろいろ話をするわ

けですが、具体的にというのはかなり難しい

ものがございますので、今後はうちのほうで、

非公開な審議会もございます。それは除きま

して、公開している審議会等、また広く市民

の方々に参加していただけるような説明会に
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ついては、新着情報に掲載するよう、私ども

のほうから各所属長に周知をしてまいりたい

と、このように考えております。 

○議長（井上勝彦君）17番 松本君。 

○17番（松本健一君）理由はどうでも結構で

すけれども、これは載せていってください。

そうでないと、市の責任が果たせていないと

いうことです。この件に関してはもっと言い

たいことがたくさんあります。市民からもク

レームを受けております。担当課のほうには

その旨伝えているかと思いますので、こうい

ったことのないように。 

 一つだけ言っておくと、８月６日、城山小

学校で小中学校適正規模・適正配置の説明会

が行われました。途中で打ち切られておりま

すよね。参加者がほとんどいなかった。いな

かったわけではありません。議員の方で、行

かれた方はいらっしゃいました。何度も行っ

ておられるので、特に説明を受ける必要性は

なかった。しかしながら、こういう広報のあ

り方も見直していかなければなりません。教

育委員会ですので、教育委員会の情報もちゃ

んと新着情報に載せていくこと、このことが

重要だと思います。この適正規模・適正配置

の説明会は、審議会というか、つくっていく

段階から私も参加しておりましたが、直前、

当日にアップされたということもございまし

た。こういった大切な説明、審議の場という

のは、できる限り早く市民に知らせて、多く

の方に知っていただくよう心がけてください。 

 そうしましたら、三つ目へお願いします。 

○議長（井上勝彦君）次に、質問項目３、長

期総合計画に関する質問に対する答弁を求め

ます。 

 企画部長。 

〔企画部長（森口清隆君）登壇〕 

○企画部長（森口清隆君）長期総合計画の根

拠法令と法的正当性があるのかについてお答

えいたします。 

 これまでの総合計画については、地方自治

法第２条第４項において、市町村に対し総合

計画の基本部分である基本構想について議会

の議決を経て定めることが義務付けられてい

ましたが、国の地域主権改革のもと、平成23

年５月２日に地方自治法の一部を改正する法

律が公布され、この第２条第４項が削除され

ました。また、同日付で総務大臣より、法の

改正後においても、地方自治法第96条第２項

の規定に基づき、個々の市町村がその自主的

な判断により、引き続き現行の基本構想につ

いて議会の議決を経て策定することは可能で

あることとの趣旨で通知がありました。 

 したがいまして、総合計画における基本構

想の法的な策定義務はなくなりましたが、一

方でその策定の必要性及び議会の議決を経る

かどうかは、各自治体の独自の判断にゆだね

られることになりました。 

 本市の考えとして、総合計画は市の総合的

かつ計画的な行政運営の指針を示すものであ

り、市民にまちづくりの長期的な展望を示し、

魅力あるまちの将来都市像を描くものである

ことから、法的な策定義務がなくなったとし

ても策定すべきものであると認識しています。

また、市民のためのまちづくりの根幹である

基本構想については、市全体の総意により策

定されるべきものであるという考えのもと、

市民の代表である議会の議決を経ることは必

要かつ重要なことであると考えます。 

 一方、本市の長期総合計画の法的正当性に

ついては、当時の地方自治法に基づき、合併

後の平成20年３月議会において、平成20年度

から平成29年度までの10年間における基本構

想の議決を経ているところです。また、現在

平成25年度から平成29年度までの後期基本計

画の策定を行っているところでございます。 

○議長（井上勝彦君）17番 松本君、再質問

－151－ 



ありますか。 

 17番 松本君。 

○17番（松本健一君）まずは長期総合計画、

現行は地方自治法の第２条第４項が、つくっ

たときに効力を持っていたので、当然のごと

くこれは法的根拠がある状況です。しかしな

がら、その中のこの部分が大切なんですけれ

ども、基本計画の後期に、今策定にかかって

おられて、８月３日に審議会を行われて、そ

れに先立つこと３月の新年度予算にも予算計

上はされております。たしか本年度600万円ほ

ど計上されていたと思いますけれども、もう

予算執行されているかと思うんですが、この

長期総合計画自体を、見直しであったりとい

うところで、現在法的根拠がない状態で進め

ていくというのは、いかがなものでしょうか。

基本計画に関しては、議会の議決が必要ない

と判断されて今進めておられるのかどうかお

答えください。 

○議長（井上勝彦君）企画部長。 

○企画部長（森口清隆君）先ほど壇上で申し

上げましたが、この長期総合計画は当然ご存

じだと思いますが、三本柱ということで三本

立てになってございます。その中で、基本構

想については、地方自治法で定めれておるわ

けでございます。議会の議決を必要とすると。

ただ、この計画については、法的根拠と申し

ますか、議会の議決を要する必要は、私はあ

るとは考えてございません。 

○議長（井上勝彦君）17番 松本君。 

○17番（松本健一君）ということは、この審

議の場に加わられる議員の方々いらっしゃい

ますけれども、もし基本計画の議決が必要な

いとすれば、ほかの参加する方々は一切無視

されるということでよろしいですか。 

○議長（井上勝彦君）企画部長。 

○企画部長（森口清隆君）全くそのような考

えはございません。基本計画につきましては、

現在議会の議決を必要とするということで定

めておられる自治体もございます。ただ、本

市の場合は、先ほど申しましたように、今地

方自治法に基づいて基本構想があり、そのブ

レークダウンしたものが基本計画であるとい

う考えのもとに進めております。 

○議長（井上勝彦君）17番 松本君。 

○17番（松本健一君）これは基本計画、基本

構想があって基本計画というのはちょうどそ

の中間的なものですので、議会としても本質

的には全員の確認をとらないといけないと思

います。こういうことに関しては議決事件化

する権利も、議会の判断であるかと思います

ので、今後はこういったことに関しても、議

会改革を進める上でも取り組ませていただき

たいと思いますので、そのおつもりでいてい

ただければと思います。 

 しかしながら、この基本構想を議決が必要

だというのは、今現在ないわけですよ。法律

自体がまずはなくなってしまっていますから、

これは条例化をしていかなければ、基本計画

の部分も今一切議決が要らない状況だと思い

ますけれども、今後条例化するおつもりはご

ざいますか。 

○議長（井上勝彦君）企画部長。 

○企画部長（森口清隆君）先ほど、基本構想

につきましては壇上で申し上げましたとおり

でございます。今後の基本構想の策定におい

ては、引き続き地方自治体で判断をして、そ

して策定していくということで、私どものほ

うでもそのような考えでございますので、条

例制定を考えてございます。ただ、基本計画

につきましては、先ほども申しましたが、今

回の見直し云々では、議員の皆さま方には何

らかの形、委員会なり常任委員会なり、全員

協議会なりで当然ご報告を申し上げていく場

面は設けていく考えはしてございます。ただ、

今回に限ってそれを議会で議決をいただくと
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いうようなことは考えてございませんが、次

は平成30年になるわけでございますが、平成

30年の策定時においては、それを見据えて勉

強もしていかないかんなと、このように考え

ております。 

○議長（井上勝彦君）17番 松本君。 

○17番（松本健一君）国は、基本的に義務付

けをなくしたわけですよ。ということは、今

予算を600万円組んでおりますけれども、別に

組まなくてもいい、つくらなくてもいいとい

うのが基本的にまずゼロベースであるんです。

その上でつくっていくということがまず前提

で、予算化がされていて、条例も制定は必要

なはずなんです。いつ、どんな計画でも変更

をする。その可能性はありますから、できる

限り早く、この長期総合計画を議決が必要だ

という条例を策定していただきたいと思いま

すので、要望させていただいて、４番目に移

らせていただきます。 

○議長（井上勝彦君）次に、質問項目４、基

本構想、基本計画と実施計画の違いに関する

質問に対する答弁を求めます。 

 企画部長。 

〔企画部長（森口清隆君）登壇〕 

○企画部長（森口清隆君）「基本構想、基本計

画と実施計画の違いは」についてお答えしま

す。 

 まず総合計画における基本構想は、自治体

における総合的かつ計画的な行政運営を図る

ため、まちづくりの根幹となる基本理念やま

ちの将来像を掲げ、これを実現するための基

本目標や指標を定めることを目的としたもの

でございます。また、この計画は自治体のす

べての計画の基本となる上位計画であり、本

市の場合、10年間の地域づくりの方針を示し

ており、議会の議決を経て策定されたもので

す。 

 次に、基本計画とは、基本構想において設

定した自治体の将来目標や指標、基本的施策

を実現するために必要な手段、施策を体系的

に明らかにするもので、本市の場合、５年間

の行政計画を策定しています。 

 最後に、実施計画は基本計画の施策に基づ

いて、事業内容や実施時期を明らかにするた

めのもので、本市の場合３カ年計画でローリ

ング方式により毎年度策定し、行財政運営の

指針としています。 

 議員おただしの基本構想、基本計画、実施

計画の位置付けの違いについて、現時点にお

ける本市の考え方としましては、先にも延べ

ましたが、まちづくりの根幹をなす基本構想

についてのみ、従前のとおり議会の議決を経

る必要があると認識しています。また、その

必要性が生じる前に条例の制定、また修正を

行ってまいりたいと考えています。 

 なお、地域主権改革のもと、いくつかの自

治体においても基本構想に加え、基本計画を

も議会の議決事項としている状況がございま

す。本市の平成30年度からの次期総合計画策

定については、この基本計画を議会の議決事

項に含めるか否かについて、他市の事例も参

考に、今後調査研究をしてまいりたいと考え

ていますので、ご理解をいただきますようお

願いします。 

○議長（井上勝彦君）17番 松本君、再質問

ありますか。 

 17番 松本君。 

○17番（松本健一君）基本計画、この三つ今

ご説明いただきました。これからの取り組み

もおっしゃっていただけたので、市としては

それでいいのかなと思います。しかしながら、

この計画だけの方法では、実は基本構想をつ

くるというところでは、一つではないはずで

す。今、個別のスキームごとに、環境基本条

例、子ども基本条例、本市でも今年の３月に

策定した産業振興基本条例であったり、一つ
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一つの基本構想を定めていくという取り組み、

条例化をしている自治体もございますけれど

も、本市としては、産業振興基本条例も、こ

の基本構想と同等レベルのもの、もしくは上

だ、下だ、その判断としてはどのように位置

付けを行われていますか。 

○議長（井上勝彦君）企画部長。 

○企画部長（森口清隆君）ただ今のご質問で

ございますが、それぞれ各分野において計画

は策定されておりますが、この長期総合計画、

これが最も上位の計画だという認識はしてお

ります。これに基づいて各計画が策定されて

いくと、このように考えております。 

○議長（井上勝彦君）17番 松本君。 

○17番（松本健一君）それぐらい重い計画だ

ということです。それに付随していく基本計

画も、中身としては重要な政策ですので、少

なくとも議員の代表が参加はしておりますけ

れども、全員の総意でということもあります

ので、議決事件化していくべきだと私自身は

思っております。そのための議会の制度改革

にも取り組んでいかないといけないなと常々

思っておりますけれども、これに関しては、

当局だけではなく、議会自体も責任がござい

ますので、きょうはこの程度にさせていただ

きます。 

 続いて、５番でお願いいたします。 

○議長（井上勝彦君）次に、質問項目５、幼

保一元化５カ年計画はいずれの計画に該当す

るのかとの質問に対する答弁を求めます。 

 健康福祉部長。 

〔健康福祉部長（北山茂樹君）登壇〕 

○健康福祉部長（北山茂樹君）幼保一元化５

カ年計画が長期総合計画の基本構想、基本計

画、実施計画のいずれの計画なのかとのご質

問にお答えします。 

 まず、橋本市長期総合計画に先立つ新市ま

ちづくり計画は、平成16年12月に橋本市・高

野口町合併協議会により策定され、両市・町

それぞれの議会で承認されました。 

 新市の主要事業の中で、子育て環境の整備

として、「保育環境の充実と整備を図るため、

幼保子育て特区の全市的波及を視野に入れ、

幼保一元化及び保育所の統廃合・適正配置、

ならびに運営の民間委託を推進する」と明記

され、また豊かな心を育む学校教育の推進と

して、就学前教育の充実を図るとともに、幼

保一元化、統廃合とあわせた幼稚園の再配置

を検討することが明記されています。 

 幼保一元化５カ年計画は、市の基本方針に

のっとり作成し、平成19年６月に発表いたし

ました。これらを受けて、平成20年３月に策

定された橋本市長期総合計画の基本構想には、

まちづくりの基本目標として五つの目標が設

定され、その一つに、健やかで安心して暮ら

せるまちづくりの基本施策が示されています。

その中で、幼保環境を充実するため、幼保一

元化施設（認定こども園）の整備を図り、運

営の民間委託を推進するとともに、多様な保

育ニーズへの対応や、家庭の子育て支援等に

取り組むと明記されています。 

 また、基本計画の子育て環境を整備する施

策では、保護者が働いている、いないにかか

わらず、保育・教育を一体的に提供する認定

こども園の整備を図る旨を、また豊かな心を

育む学校教育を推進する施策においても、幼

児の一人ひとりの望ましい発達を促していく

教育環境を整えるため、幼保一元化施設（認

定こども園）の整備を推進する旨を明確にう

たっています。 

 この基本構想、基本計画に掲げる施策を推

進するための具体的な事業計画が実施計画で

あり、幼保一元化５カ年計画はこの実施計画

に当たるものであります。 

○議長（井上勝彦君）17番 松本君、再質問

ありますか。 
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 17番 松本君。 

○17番（松本健一君）最後のところ、長い説

明がございましたけれども、最後の部分が一

番聞きたかったことで、実施計画だと。ただ、

策定した段階では基本方針であって、長期総

合計画の策定でも構想に組み入れられていっ

て、上から下まで通しでつくられた。しかし

ながら、実施計画に位置付けられているもの

が一番重きを置かれているというのが実際の

ところだと思います。この中身を見ても、実

際にはほとんど同じような中身で、実施計画

をそのまま基本構想まで載せておりますので、

これからの子育てを本当にどのようにしてい

くかということを基本構想の中に入れるべき

ですけれども、実際のところは施設の運営、

どういうふうにこれから10年で変えていくか

ということ、施設がありきの中身になってい

るかと思います。そういうところ、きのうも

同僚議員が指摘されましたけれども、本質的

にはやはり橋本市の子育て、子どもたちの教

育を、義務教育が終わるまでは我々自身に責

任がかかっておりますので、一元化をして通

しで考えていくぐらいの構想を練っておかな

ければならないと思いますけれども、その点

はいかがですか。通しで考えていく、中身を

つくっていく。幼保というのは、教育委員会

と執行部、当局の今二つに、まだ幼稚園もあ

りますので分かれているかと思いますけれど

も、ここを統合して、包括的に縦にもつない

でいくという努力をしていただきたいと思い

ますけれども、その点どのようにお考えか、

ご答弁いただけますか。 

○議長（井上勝彦君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（北山茂樹君）幼保一元化施

策の推進について議員のおただしは、組織的

に教育委員会と市長部局と連携して一つの組

織をつくる必要があるのではないかというこ

とだと、今解釈させていただいたんですけれ

ども、基本的には、今は組織は教育委員会、

市長部局等々分かれておりますけれども、常

に実施にあたっては教育委員会部局と市長部

局と連携してやっておりますので、一番いい

のは組織を一本化すると。例えば、私も以前、

一度こども課で経験しておりますので、その

ときに、こども課において、幼稚園部分を一

つのこども課としてしてはどうかという検討

も加えられたことがあります。そのときには

実現には至っていないんですけれども、それ

と同時に、関係ないですけれども、そのかわ

り学童は小学校だから学童を教育委員会に持

っていくと、そういう一つの案をつくらせて

いただいたんですけれども、なかなか実現に

至らなかったと。しかしながら、実際に幼保

一元化を進めるにあたっては、当然現在も教

育委員会部局、それから市長部局とも常に連

携を取り合っておりますし、また幼稚園教諭

も現在幼保一元化整備室のほうに来ていただ

いているという中では、さらに以前よりは教

育委員会との連携を強めていっているという

ことでご理解いただきたいと思います。 

○議長（井上勝彦君）17番 松本君。 

○17番（松本健一君）そのお答えで結構です。 

 時間もなくなりましたので、６番目に移り

ます。 

○議長（井上勝彦君）次に、質問項目６、幼

保一元化５カ年計画実行の法的正当性に関す

る質問に対する答弁を求めます。 

 健康福祉部長。 

〔健康福祉部長（北山茂樹君）登壇〕 

○健康福祉部長（北山茂樹君）幼保一元化５

カ年計画の実行に法的正当性はあるかとのご

質問についてお答えします。 

 先ほど答弁させていただいたとおり、幼保

一元化５カ年計画は、橋本市長期総合計画の

基本構想、基本計画に基づき、その実行性を

示した計画であり、個別の施設整備の実現に

－155－ 



あたっては、施設計画や予算を含め、市議会

で論議をいただき、推進しているところです

ので、法的な正当性が担保できていると考え

ています。 

○議長（井上勝彦君）17番 松本君、再質問

ありますか。 

 17番 松本君。 

○17番（松本健一君）当然のことを聞かせて

いただいているんですけれども、ただ、根拠

となる地方自治法自体が変わっている現状で、

こういった部分も上位法をしっかりと定めて

いく。先ほどの教育に関しても、基本構想部

分、施設だけじゃなくやはり中身を、部長に

も答弁していただいたように、学童をこっち

に持っていったほうが行政としてはいいよ、

そういうことが実現できるように取り組んで

いくということを基本構想としてまとめてい

くべきだなと、私は常々そう思います。そう

いった部分で、今後も取り組んでいっていた

だきたいと思いますので、次の質問に移らせ

ていただきます。 

○議長（井上勝彦君）次に、質問項目７、幼

保一元化５カ年計画への専門的知見の反映に

関する質問に対する答弁を求めます。 

 健康福祉部長。 

〔健康福祉部長（北山茂樹君）登壇〕 

○健康福祉部長（北山茂樹君）幼保一元化５

カ年計画に専門的知見は反映されたかとのお

ただしにお答えします。 

 幼保一元化５カ年計画の策定にあたっては、

市長部局の保育所及び子育て支援を担当する

こども課と教育委員会の幼稚園・幼児教育を

担当する学校教育課、教育総務課と検討、協

議をして進めてきた経過があります。その中

には、現場の保育所、幼稚園の先生方の意見

なども取り入れています。また、計画の発表

後、パブリックコメントや説明会などを通じ

て、各分野の皆さまから多くのご意見をいた

だき、取り組んできています。 

 また、幼保一元化５カ年計画が後期基本計

画審議の対象となるかとのおただしについて

は、先ほどご答弁させていただいたとおり、

幼保一元化５カ年計画は実施計画であるため、

直接的には対象となるものではないと考えて

います。 

○議長（井上勝彦君）17番 松本君、再質問

ありますか。 

 17番 松本君。 

○17番（松本健一君）いいところを答えてい

ただいたなと思うんですけれども、教育委員

会も入られて、この幼保一元化５カ年計画と

いうのはつくられていると。その際には教育

総務課、また幼稚園の教諭の方々、そういう

現場の方々の声を聞いてやっている。 

 この件に関して、先日ちょっと講演会があ

ったので、関西大学人間健康学部の山縣教授、

この方は子ども・子育て新システムの検討会

議のメンバーに入っておられる方で、ちょっ

と質問をしてみたんです。本市の状況も説明

させていただいて、先生のご意見としては、

やはり幼児教育だけではなくて、縦のライン

でどのように子どもたちに対して責任をとっ

ていくか。その包括的な部分から本市のビジ

ョンを策定していかなければ、これは分断さ

れてしまって、結果的に子どもたちには良く

ないんじゃないかという指摘をされました。

そういう意見に関しては、どのようにお感じ

でしょうか。 

○議長（井上勝彦君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（北山茂樹君）個人的な意見

も入るかもわかりませんが、ご了承願いたい

と思います。 

 現状を実際に見てみますと、やはり保育所、

幼稚園から小学校へ進んだときに、そこで一

旦分断される。また、小学校から中学校へ行

ったときに一旦また分断されるということが、
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過去においてはいろいろあったかと思います。

しかしながら、現在やはり幼稚園、保育所か

ら小学校へつなげる場合には、当然教育委員

会との連携も強めておりますし、また教育委

員会内部においても、小学校から中学校へつ

なげていくにも、教育委員会としていろいろ

取り組んでいただいているということだと考

えております。 

○議長（井上勝彦君）17番 松本君。 

○17番（松本健一君）私もそう思います。小

中学校適正規模・適正配置であったりとか、

和歌山大学の先生に入っていただいたりとか、

専門的な知見、やはり広い見識で取り組んで

いただいた結果として、我々もその判断には

取り組んでいかないといけないなと思うんで

す。ただ、残念なことに小学校までの、から

の計画なので、こういった大きな子どもたち

の将来、本市の将来でもあると思うんです。

ここに関しては、基本構想の話、先ほどから

しておりますけれども、積極的に取り組んで

いっていただきたい、そういう要望でこの質

問は終わらせていただきます。 

 次、お願いします。 

○議長（井上勝彦君）次に、質問項目８、小

規模園「山田保育園」を域外保育者に勧めた

理由に関する質問に対する答弁を求めます。 

 健康福祉部長。 

〔健康福祉部長（北山茂樹君）登壇〕 

○健康福祉部長（北山茂樹君）小規模園「山

田保育園」を域外保護者へ勧めたのはなぜか

とのおただしにお答えします。 

 本市は、過去においては障がいや発達のつ

まずきを早期に診断する機会が乏しく、診断

されても療育を受ける施設が地理的に遠い状

況にありました。そうした中、昭和63年から

乳幼児健診を充実するために、発達相談事業

が開始され、並行して保育園での障がい児保

育が要綱に基づき実施されるようになり、通

園が難しい療育施設のかわりに、保育園を利

用するケースが現れてきました。 

 しかし、専門の療育施設の建設を熱望する

声が多く寄せられことから、平成７年度に小

規模通所事業として、たんぽぽ園を開園しま

した。開園までの１年間、山田保育園で試行

的に障がい児クラスをつくり、集団での障が

い児保育の基盤づくりを行いました。こうし

た経過から、域外保護者に山田保育園を勧め

た時期もありました。 

 しかし、現在は地域の子どもはできるだけ

その地域の保育園から小学校に通っていただ

くことを原則としており、また、たんぽぽ園

などの療育施設も充実してきましたので、域

外保護者に山田保育園を勧めることはしてお

りません。 

○議長（井上勝彦君）17番 松本君、再質問

ありますか。 

 17番 松本君。 

○17番（松本健一君）今、勧められていない

んですけれども、山田保育園自体は５年前が

少なくて、ここ近年は定員に近づいていくよ

うな状況だと思います。６月26日の文教厚生

委員会での質疑の中でも、周辺の新興住宅が

増えている傾向があり、その受け皿となって

いるのも事実だと思うんです。その住宅政策

の受け皿となっているという実態はお認めに

なりますか。 

○議長（井上勝彦君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（北山茂樹君）周辺には、み

ゆき台、それからさつき台等の住宅開発が行

われておりまして、当地区には保育所等々の

施設がないわけでございます。当然、周辺を

探してみますと、一番近いということになる

のが山田保育園かと思います。そんな関係か

ら、やはりみゆき台、さつき台の方が一番近

い山田保育園を利用されているというのが現

状かと思います。 
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○議長（井上勝彦君）17番 松本君。 

○17番（松本健一君）ここ二つの団地、販売

数を計算してみると、あと700戸ぐらいまだま

だ残っているんです。今、大倉建設とかが積

極的に、これから消費税が上がる前に購入し

ようという人たちをターゲットに入居を勧め

ておられます。そういう実態がありながら、

この山田を閉めてしまうと、この地区の方々

は今、紀見保育園のほうに子どもたちの大半

が行っているかと思いますけれども、そこも

ほぼ満杯の状態、今後もずっとこれが続いて

いくんです。そういった中で、この山田を閉

めてしまうというのは、ちょっと早計な判断

ではないかなと私自身は感じております。こ

こは押し問答しても仕方がないので、私だけ

の見解でとどめさせていただいて、次の質問

お願いいたします。 

○議長（井上勝彦君）次に、質問項目９、山

田保育園の存続に関する質問に対する答弁を

求めます。 

 健康福祉部長。 

〔健康福祉部長（北山茂樹君）登壇〕 

○健康福祉部長（北山茂樹君）小規模園「山

田保育園」の存続こそ多様な保育ニーズと幼

児一人ひとりの望ましい発達を促していく教

育環境を両立しているのではないかとのおた

だしにお答えします。 

 幼保一元化５カ年計画では、集団性を確保

し、社会性を育む教育・保育環境の整備を計

画の目標としており、これに基づき小規模の

保育園、幼稚園を統廃合して、一定基準のこ

ども園への再編を進めています。 

 山田保育園を廃園することで、保護者の保

育ニーズにこたえられないとのことですが、

こども園では市の保育課程、要綱に基づいた

保育・教育、発達支援の提供はもちろんのこ

と、地域特性を考慮した指定管理者の特色あ

る保育・教育が行われています。また、こど

も園の規模についても、すみだこども園は大

規模ですが、（仮称）学文路こども園では、今

の計画では定員100人未満になる見込みとな

っています。 

 このように、こども園整備を進めても、多

様な教育・保育とさまざまな規模の施設を提

供することで、選択肢は確保できるものと考

えています。 

○議長（井上勝彦君）17番 松本君、再質問

ありますか。 

 17番 松本君。 

○17番（松本健一君）山田を、一つの手段と

言うと言葉が悪いかもしれないですけれども、

選択肢を多く持っている市というのはすごく

魅力があると思うんです。特に、先ほどの質

問の中でも、これから売っていかなければ市

の財政的にも厳しくなってくる。毎年人口減

少、600人減っている。市税収入も減っていく

ということが、今の状態だったらあるわけで

す。それを一方で、こういったニーズのある

ところを閉めていくというのは、かなりリス

クを抱えた計画だと思います。この計画を見

直されるおつもりはありませんか。 

○議長（井上勝彦君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（北山茂樹君）住宅開発と絡

めての意見もありましたけれども、例えば先

ほどもお話しさせていただいたさつき台、み

ゆき台から山田保育園の距離と、今度私ども

が山田地域でこども園を進める場所、まだ確

定はしていませんけれども、今予定をしてい

る場所とは、距離的にはほとんど変わらない。

まして、道路の面からいいますと、新しくで

きるこども園のほうが、非常に交通の便がい

いということになろうかと思います。したが

いまして、住宅開発の関係ですけれども、山

田保育園を廃園しても、大きな影響というの

はないと考えております。したがいまして、

山田保育園を残すということは現在考えてお
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りません。 

○議長（井上勝彦君）17番 松本君。 

○17番（松本健一君）そういう答えかなとは

思います。しかしながら、利便性だけを住民

は望んでいるわけではなくて、中身の質を問

われているわけです。この質がこれからの自

治事務の地方間競争に勝ち残る唯一の手段だ

と思います。そういった点で、私は見直しを

求めさせていただいて、次の質問に移ります。 

○議長（井上勝彦君）次に、質問項目10、山

田保育園の廃園と再配置を進める根拠等に関

する質問に対する答弁を求めます。 

 健康福祉部長。 

〔健康福祉部長（北山茂樹君）登壇〕 

○健康福祉部長（北山茂樹君）小規模統合保

育園「山田保育園」廃園と再配置を進める根

拠、理由についてのおただしについてお答え

します。 

 これまでにお答えしたように、橋本市全体

の少子化や施設の状況、地域の特性等を勘案

し、山田保育園を含めた市の乳幼児施設につ

いては、幼保一元化５カ年計画を策定して、

順次整備をしているところです。 

 最後に、子どもたちの将来への責任所在を

明らかにとのおただしですが、子どもたちの

成長は保護者や地域の支えはもちろん、行政

としてより良い保育、教育環境を整備する責

務があると考えています。次代を担う子ども

たちが、今後とも生き生きとたくましく、健

やかに成長できるよう努力してまいりますの

で、よろしくお願いします。 

○議長（井上勝彦君）17番 松本君、再質問

ありますか。 

 17番 松本君。 

○17番（松本健一君）時間がなくなってしま

いましたので、この園をつくっていくという

上では、我々自身、議会も責任がございます。

それぐらいの重要な事項なので、慎重審議、

それと長期総合計画とか上位に上げている計

画ですので、できる限り今後も声を聞いてい

ただきたく、お願いします。 

○議長（井上勝彦君）17番 松本君の一般質

問は終わりました。 

                     

○議長（井上勝彦君）これにて、一般質問を

終結いたします。 

 ６番 辻本君。 

○６番（辻本 勉君）17番議員一般質問の冒

頭で、───を使ってもいいという発言があ

りました。現在のところ、本議会は───を

認めておりません。一議員が勝手に───を

使ってもいいという発言については問題があ

ろうかと思いますので、取り消しを求めたい

と思います。 

○議長（井上勝彦君）ただ今の質問、発言取

り消しに対して、松本議員はよろしいですか。 

 17番 松本君。 

○17番（松本健一君）これまでも、昨年12月

だったと思いますが、理事が───を主張さ

れて答弁をされた。私が質疑中にございまし

たが、そのとき以前から、───は使えると

いう申し合わせがございましたので、その件

だけ主張させていただきます。 

○議長（井上勝彦君）現在のところ、───

は正式には認めておらないので、この件に関

しては６番 辻本君の質問に対して、削除す

ることにいたしますので、よろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）以上、それでは削除い

たします。よろしくお願いします。 

 以上で本日の日程は終わりました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労さんでございました。 

（午前11時33分 散会） 
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